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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅴ-3-2-13 重大事故等クラス３機器の強度評価方法） 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

黄色・・前回提出時からの変更箇所 

東海第二発電所（2018.10.12版） 柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 島根原子力発電所 ２号機 備考 

 

相違No. 相違理由

① 島根２号機は設計・建設規格により設計を行う管がある

② 島根２号機では耐圧試験結果を示す強度計算書上のフォーマットを本書の中で明記する

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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1. 概要

本書は，Ⅵ-3-1-6「重大事故等クラス３機器の強度計算の基

本方針」に基づき，完成品を除く重大事故等クラス３機器が十

分な強度を有することを確認する方法として参考にする発電用

原子力設備規格（設計・建設規格（2005年版（2007年追補版

含む。））ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007）（日本機械学会 

2007年 9月）（以下「設計・建設規格」という。）のクラス３

機器の規定に基づく強度計算方法及び重大事故等クラス３機器

のうち完成品が一般産業品の規格及び基準に適合していること

を確認するための強度評価方法について説明するものであり，

重大事故等クラス３機器の強度評価方法及び強度評価書のフォ

ーマットにより構成する。 
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2. 重大事故等クラス３機器の強度評価方法

2.1 完成品を除く重大事故等クラス３機器の強度評価方法 

対象となる重大事故等クラス３機器のうち，設計・建設規格

に定められたクラス３機器の規定を準用して強度計算を実施す

る管については，設計・建設規格 PPD-1000クラス３管に準

拠した重大事故等クラス３管の強度計算を実施する。ここで

は，その方法及び計算式について説明する。 

耐圧試験による強度評価を実施する管継手については，設

計・建設規格で考慮されている裕度を参考にしつつ，実条件を

踏まえた耐圧試験を実施し，その結果の確認により強度評価を

実施する。 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

島根２号機は設計・建

設規格により設計を行

う管がある（以下，①の

相違） 

(1) 計算精度と数値の丸め方

計算の精度は 6桁以上を確保する。 

表示する数値の丸め方は表 2－1に示すとおりとする。 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

①の相違

表 2－1 表示する数値の丸め方 

注記＊：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間

における許容引張応力及び設計降伏点は，比例法により

補間した値の小数点以下第 1位を切り捨て，整数位まで

の値とする。 
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(2) 記号の説明

管の板厚計算は，設計・建設規格 PPD-3411を適用する。 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

①の相違
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(3) 強度評価方法

a. 管

(a) 算式

管に必要な厚さは，次に掲げる値のいずれか大きい方の

値とする。 

イ. 内面に圧力を受ける管

設計・建設規格 PPD-3411(1)の式より求めた値：ｔ

Ｐ2・Ｓ・η＋0.8・

Ｐ・Ｄ
ｔ＝

ｏ
…………………………(Ａ)

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

①の相違

ロ. 炭素鋼鋼管の設計・建設規格上必要な

最小厚さ：ｔｔ

設計・建設規格 PPD-3411(3)の表 PPD-3411-1より

求めた値  (Ｂ)

(b) 評価

ｔ又はｔｔのいずれか大きい方の値をｔｒとする。

管の最小厚さ（ｔｓ）≧管に必要な厚さ（ｔｒ）ならば

強度は十分である。

(c) 補足

イ. 計算書中，算式の項の文字は(a)イ項及びロ項の文字

Ａ及びＢに対応する。

ロ. 曲げ管は，管に必要な厚さが確保されている場合

は，直管と同等に考えるものとし，表示はしないも

のとする。

b. 管継手

耐圧試験による強度評価を実施する管継手については，実

条件を踏まえた耐圧試験圧力まで昇圧したとき，これに耐

え，著しい漏えいがないことを確認する。 
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2.2 重大事故等クラス３機器のうち完成品の強度評価方法 

重大事故等クラス３機器のうち完成品の材料，構造及び強度

が，一般産業品の規格及び基準に適合していることの確認につ

いては，以下のとおり，適用される規格及び基準が妥当である

こと，対象とする機器の材料が適切であること及び使用条件に

対する強度の確認により行う。 

内燃機関を有する可搬型ポンプに附属する燃料タンク，非常

用発電装置（可搬型）に附属する燃料タンク及び冷却水ポンプ

については，可搬型ポンプ及び非常用発電装置（可搬型）が燃

料タンク等を含む一体構造品の完成品として一般産業品の規格

及び基準に適合していることを確認する。また，非常用発電装

置（可搬型）の一般産業品の規格及び基準への適合性の確認に

ついては，対象とする完成品が発電装置であり，「可搬形発電

設備技術基準（ＮＥＧＡ Ｃ ３３１：2005）」を準用してい

ることをⅥ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する説

明書」において確認していることを踏まえ，発電装置として使

用条件に対する強度の確認を実施する。 

(1) 法令又は公的な規格への適合性確認

(a) 対象とする機器の使用目的，使用環境と法令又は公的な

規格の使用目的，想定している使用環境を比較し，適用

される規格及び基準が妥当であることを確認する。

(b-1) 法令又は公的な規格に基づく機器に適切な材料が使用

され，十分な強度を有する設計であることを，以下の

項目により確認する。 

イ. 対象とする機器の材料が，適用される法令又は公的な

規格に基づいた材料であること。

ロ. 対象とする機器の最高使用圧力及び最高使用温度がメ

ーカ仕様の範囲内であること。

ハ. 適用される法令又は公的な規格で定められている試験

に合格していること。
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(2) メーカ規格及び基準への適合性確認

(a) 対象とする機器の使用目的，使用環境とメーカ規格及び

基準の使用目的，想定している使用環境を比較し，適用

される規格及び基準が妥当であることを確認する。

(b-2) メーカ規格及び基準に基づく機器（非常用発電装置

（可搬型）を除く）に適切な材料が使用され，十分な

強度を有する設計であることを，以下の項目により確

認する。 

イ. 対象とする機器の材料が，以下のいずれかに該当する

こと。

・設計・建設規格のクラス３機器に使用可能とされている

材料と同種類であること。

・機器と同様の用途の機器について規定している法令又は

公的な規格で使用可能とされている材料と同種類である

こと。

・日本産業規格等に規定されている材料と同種類であっ

て，対象とする機器の使用環境を踏まえた強度が確保で

きる材料であること。

ロ. 対象とする機器の最高使用圧力及び最高使用温度がメ

ーカ仕様の範囲内であること。

ハ. 法令又は公的な規格，設計・建設規格等で定められて

いる試験と，試験条件が同等である試験に合格している

こと。

(b-3) 非常用発電装置（可搬型）が使用条件に対して十分な

強度を有する設計であることを，以下の項目により確

認する。 

イ. 「日本電機工業会規格ＪＥＭ－１３５４」（以下「ＪＥ

Ｍ－１３５４」という。）等に基づいた温度試験によ

り，対象とする非常用発電装置（可搬型）の定格負荷

状態における最高使用温度が，メーカ許容値の範囲内

であること。

ロ. 対象とする非常用発電装置（可搬型）の容量がメーカ

仕様の範囲内であること。

・適応する規格の相違

【東海第二】 

 島根２号機の緊急時

対策所用発電機及び可

搬式窒素供給装置は 

ＪＥＭ－１３９８を適

用している 
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3. 強度評価書のフォーマット

3.1 強度評価書のフォーマットの概要 

重大事故等クラス３機器のうち，設計・建設規格に基づく強

度計算を実施した機器については，耐圧部分を構成する部材に

ついて計算に必要な条件及び結果を記載したフォーマットとす

る。 

完成品として一般産業品の規格及び基準に基づく強度評価を

実施した機器については，適用した規格及び基準への適合性を

確認するために必要な条件及びその結果を記載したフォーマッ

トとする。

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

①の相違

3.2 強度評価書のフォーマット 

  強度評価書のフォーマットは以下のとおりである。 

(1) FORMAT－1 設計・建設規格に定められたクラス３管の規定

を準用した強度計算結果 

(2) FORMAT－2 設計・建設規格で考慮されている裕度を参考に

した，実条件を踏まえた耐圧試験結果 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

①の相違

・記載方針の相違

【東海第二，柏崎 7】 

島根２号機では耐圧

試験結果を示す強度計

算書上のフォーマット

を本書の中で明記する

（以下，②の相違） 

(3) 完成品として一般産業品の規格及び基準への適合性確認結果

FORMAT－3 一般産業品の規格及び基準への適合性確認結果

（法令又は公的な規格） 

FORMAT－4 一般産業品の規格及び基準への適合性確認結果

（メーカ規格及び基準）

FORMAT－5 一般産業品の規格及び基準への適合性確認結果 

（非常用発電装置（可搬型）） 

9



東海第二発電所（2018.10.12版） 柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 島根原子力発電所 ２号機 備考 

(1) FORMAT－1 設計・建設規格に定められたクラス３管の規定

を準用した強度計算結果 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

①の相違
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(2) FORMAT－2 設計・建設規格で考慮されている裕度を参考に

した，実条件を踏まえた耐圧試験結果 

・記載方針の相違

【東海第二，柏崎 7】 

②の相違
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(3) 完成品として一般産業品の規格及び基準への適合性確認結果
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